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中東情勢を踏まえた適正な工事請負契約の確保について（通知） 

 

 

今般の中東情勢の影響により、資機材供給の不安定化や価格の高騰等が生じており、契

約の履行への影響が懸念されています。 

本区が発注する工事請負契約について、適正な工期や契約金額を確保するため、契約変

更にかかる留意事項を、下記のとおりお知らせします。 

 

記 

 

１ 中東情勢の影響など受注者の責めによらない事情により、資機材の納期遅延等が発生

し、工期を延長する必要が生じるおそれがある場合、速やかに監督員に申し出てくださ

い。必要な契約変更（契約金額の変更を含む）について、協議をさせていただきます。 

 

 

２ 資機材価格の高騰等により、契約金額についてスライド条項の適用を検討する必要が

ある場合、速やかに監督員に申し出てください。全体スライド、単品スライド及びイン

フレスライドの各要件を踏まえた契約変更について、協議をさせていただきます。 

  なお、監督員への申し出にあたっては、事前に世田谷区ホームページを参照し、スラ

イド条項を適用する要件について、ご確認をお願いします。 

 

 

３ 本通知にかかる問合せ先は、次のとおりです。 

世 田 谷 区 財 務 部 経 理 課 契 約 係   電 話 0 3 - 5 4 3 2 - 2 1 5 0～ 2 1 5 2 

世田谷区教育委員会事務局教育総務課経理係   電話０３－５４３２－２６５５ 

 

 

https://www.city.setagaya.lg.jp/02234/8031.html

